
労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供 対象期間：2023 年 2月～2024 年 1月

1．2023 年度派遣実績
派遣労働者の数 32人
派遣先事業所の数 11社
労働者派遣に関する料金の平均額（1 日 8 時間あたり） 18,036円
派遣労働者の賃金の額の平均額（1 日 8 時間あたり） 11,747円
マージン率 34.86%
マージン率に含まれる費用 ・社会保険料（健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険）及び労働保険

・通勤手当を含む交通費（事業主負担）
・有給休暇費用（年次有給休暇)
・福利厚生費（eラーニング利用、アニバーサリー休暇）
・健康診断費用
・資格取得費用
・人材採用費用（求人媒体費用）
・会社運営費用（オフィス賃料、通信費用等）
・その他費用（営業、管理部門人件費、営業活動における各種経費等）

2．教育訓練に関する事項
・情報セキュリティ研修
・評価検証パッケージ
・マネジメント研修
・新規採用者訓練

キャリア・コンサルティング相談窓口 (宛先：「管理本部」) TEL：044-221-9662
mail : admin.dept@aoiyakk.com

3．その他参考事項
・社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）
・年次有給休暇
・定期健康診断
・産前産後休暇、育児介護休業制度、など

4．労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項の労使協定に関する事項
労使協定の締結有無 締結している
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 全派遣労働者
労使協定の有効期間の終期 2025年3月31日
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